
第 １条（賃貸借） 
  　　貸主（以下「甲」という）は借主（以下「乙」という）に対し、標記の賃貸借物件（以下「本物件」という）を賃貸し、乙はこれを賃借する。
第 ２条（契約期間）
　　　本契約の期間は、賃貸借条件の契約期間欄記載の期間のとおりとし、本物件の引渡しの時期は、契約期間の開始日と同一であるものとする。
  ２．前項の契約期間満了の１ヶ月前迄に甲、乙のいずれからも書面による更新拒絶の申出のない場合は、本契約は、同一条件でさらに同期間
　　　更新されるものとし、以後も同様とする。
第 ３条（賃料・共益費）
　　　本契約の賃料、共益費、その他の費用（以下「賃料等」という）は、賃貸借条件の月額合計欄記載の金額のとおりとする。
  ２．乙は、翌月分の賃料等を、賃貸借条件の支払条件の方法により支払うものとする。なお、送金手数料は乙の負担とする。
  ３．本契約が月の途中で締結されたときは、締結月の賃料、共益費は日割計算とする。また、本契約が月の途中で終了した時も日割計算を行う
     こととする。
  ４．本契約期間中であっても、公租公課・物価の変動、土地又は建物の価格の高騰、近隣の賃料の上昇等により、賃料等が不相当になったときは、
　　  甲は、賃料等の増額を請求することができる。
  ５．本契約の期間内に消費税率が改定されたときは、本契約に適用される消費税額には改定後の税率を適用する。
第 ４条（敷金）
  　　乙は甲に対し、本契約に基づき乙が甲に対して負担する一切の債務を担保するため、本契約と同時に賃貸借条件の敷金欄記載の金額を預託する。
  ２．敷金には利息を付さず、本契約が終了し、乙が本物件を明渡し、かつ、乙が本契約に基づく一切の債務の履行完了後、遅滞なく、甲より
      乙に 返還する。但し、返還の際の送金手数料は、乙の負担とする。
　３．乙は、敷金をもって、賃料等、その他本契約に基づく債務と相殺又は弁済の充当を主張することはできない。　　
  ４．乙は、敷金返還請求権を他に譲渡し、又は担保の用に供することはできない。
　５．乙が、本契約に基づき甲に対して負担する債務を履行しないときは、甲は任意に、敷金をもって乙の債務の弁済に充当することができる。
　６．前項において、敷金が不足した場合、乙は甲に対し、その不足分を速やかに追加預託しなければならない。
　７．賃料の増額がなされ、甲が乙に対し、敷金の追加預託を求めた場合、乙はこれに応じなければならない。　
第 ５条（礼金）　
　　　乙は、本契約締結と同時に、賃貸借条件の礼金欄記載の金額を甲に支払うものとする。なお、本契約締結後は、礼金は返還されないものとする。
第 ６条（入居者）
  　　本物件に居住する入居者は、賃貸借条件の入居者欄記載の者に限る。
第 ７条（使用目的）
　　　乙は、本物件を居住の用のみに供するものとし、他の用途に供してはならない。
第 ８条（諸料金）
 　 　乙は、電気、ガス、水道、その他本物件の使用に伴う諸料金を、所定の支払先に直接支払うものとする。
第 ９条（注意義務）
  　　乙は、善良なる管理者の注意をもって、本物件を使用しなければならない。
  ２．乙は、本物件で次の各号の行為をしてはならない。

①鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。
②大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ等の楽器の演奏を行うこと。
③排水管を腐食させる又は詰まらせるおそれのある液体を流すこと。
④大型の金庫その他重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。
⑤ペットを飼育、又は猛獣、毒蛇等、明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。
⑥廊下・階段、その他共用部分へ物品を設置・放置し、又はこれを本来の目的以外の用に使用すること。

    ⑦他の居住者に危険又は迷惑を及ぼす行為、その他本建物の維持管理に害する行為を行うこと。
  ３．乙は、甲が別途「建物使用細則」等を定めたときは、これを遵守しなければならない。
  ４．乙は、第６条の入居者全員に、前各項に定める事項を遵守させなければならない。
第１０条（承諾事項）
　　　乙は、事前に甲の書面による承諾を得ずに、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
　　①入居者を変更すること。

②連帯保証人を変更すること。
印 ③鍵の追加設置、変更、交換又は複製等をすること。なお、その際の費用は、乙の負担とする。

第１１条（原状変更の禁止）
  　　乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、本物件の模様替え、内装造作等の改造等、本物件の原状を変更する一切の行為をしてはならない。
第１２条（譲渡・ 転貸等の禁止）
  　　乙は、以下の各号の行為をしてはならない。
  　①本賃借権を他に譲渡すること。
　　②本物件を他に転貸すること。
  　③同居、留守番等、名目の如何を問わず、第６条の入居者以外の者を入居させること、又は入居者以外の者の在室名義を表示すること。

印   　④占有の全部又は一部を他に移転すること。
第１３条（修理及び損害賠償）
　　　本物件を日常使用することにより生じた付属設備（鍵・スイッチ・電球・コンセント・水栓等）に関する修繕は、乙がその費用を負担する。

（自宅）   　　また、契約期間中の畳の表替え、襖及び障子の張替えは、乙の負担とする。
  ２．乙又は入居者の責めに帰すべき事由（故意・過失等）により、本物件若しくは設備に毀損滅失、その他損害を与えたときは、乙は、直ちに

（携帯） 　その旨を甲及び第２６条の管理会社に連絡し、修理・回復の実施に要する費用を支払うとともに、甲の被った損害を賠償しなければならない。
　３．乙は、本物件が修繕を要するときは、直ちに甲及び管理会社に通知するとともに、その指示に従わなければならない。なお、この通知を乙が
　　　怠り若しくは遅延し、又は指示に従わないことにより、本物件等に損害が生じた場合、甲は乙に対し、その損害賠償を請求することができる。
第１４条（一部滅失等による賃料の減額等）
　    貸室の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合、乙は直ちに甲及び第２６条の管理会社にその旨を通知するものとする。この
　　　通知を乙が怠り又は遅延したときは、通知を怠り又は遅延した期間の賃料は次項により減額されないものとする。

実印 実印 　２．前項の場合において、これが乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用できなくなった部分の割合に
　　　応じて、減額されるものとする。この場合において、甲及び乙は、減額の程度、期間その他必要な事項について協議するものとする。なお、

（自宅） （自宅） 　　　甲が一部滅失等に対応する際、その対応に一般的に要する期間及び乙の事情により対応が遅延した期間は、減額期間に含まれないものとする。
第１５条（立入り）

（携帯） （携帯）       甲若しくは甲の指定した者は、本物件の維持、修繕、防犯、その他本物件の管理上必要と認めたときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物
　　　件に立入ることができるものとする。なお、乙は正当な理由なく、甲の立ち入りを拒否することはできない。但し、緊急を要する場合は、
　　　あらかじめ乙の承諾を得ることなく立ち入ることができ、事後乙に通知することで足りるものとする。
　２．乙の解約申入れ後において、本物件を賃借しようとする者が下見をするときは、甲及び下見をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件
　　　内に立入ることができる。
第１６条（甲の免責）
　　　甲は、天災地変、風水害等の不可抗力及び火災盗難、その他甲の責に帰すことのできない事由により、乙に損害が生じても、その損害を賠償
      する責を負わない。また、甲は、本建物入居者相互間の損害についても、一切その責を負わない。
第１７条(解除)  
　　　乙が次の各号の一に該当したときは、甲は、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
 　①賃料等、若しくは電気、ガス、水道等の諸料金の支払いを２回以上滞納したとき。
　 ②環境及び共同生活の秩序・平穏等を阻害する行為を反復したとき。
　 ③警察の介入を生じさせる行為があったとき。
 　④無断で本物件から退去したとき、又は無断で引き続き１ヶ月以上本物件を使用しなかったとき。

印    ⑤入居申込書若しくは本契約書に虚偽の記載、その他不正な方法により入居したことが判明したとき。
   ⑥本契約の各条項の一に違反したとき。
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   ⑦解散、破産、民事再生手続き開始の申立てを受け、若しくは自らこれらの申立てをしたとき。 　２．甲及び乙は、前項の表明保証に反する事実が判明した場合又は本契約締結後に表明保証に反する事項に該当した場合（そのおそれがあると
　 ⑧差押、仮差押、仮処分、競売、その他強制執行、滞納処分手形不渡による取引停止処分を受ける等、信用状態が悪化したと甲が判断したとき。 　　　客観的かつ合理的な根拠に基づき判断される場合を含む。）、その相手方から、本契約を何らの通知催告も要せずして、無条件に解除される
   ⑨覚醒剤、麻薬、危険ドラッグ(医薬品医療機器等法第２条第１５項に規定する指定薬物を含む)等、 興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する 　　　ことを約諾するとともに、契約解除に伴い損害が発生した場合であっても、相手方に対し何らの異議申し立て、賠償請求等を行うことは

 　作用をきたす薬物等を販売、譲渡、製造、栽培、吸引、展示等を行ったとき。 　　　できないものとする。
   ⑩その他、甲乙間の信頼関係を破壊するような行為をしたとき。 第３０条（遅延損害金）
第１８条（解約） 　　　乙は、本契約より生じる賃料・共益費その他金銭債務の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日まで年14.6％の割合による遅延
  　　甲は６ヶ月、乙は１ヶ月以上の予告期間をもって、書面にてその相手方に通知することにより、本契約を解約することができる。 　　　損害金を付して支払うものとする。
　２．前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日が属する月の、翌月分及び翌々月分の賃料等の相当額を甲に支払うことにより、 第３１条（損害保険等への加入）
　　　解約申入れの日から起算して２カ月を経過する日までの間に、本契約を解約できる。 　　　乙は、火災・漏水・盗難・その他の事故等に備え、自己の負担にて、甲指定の住宅総合保険等に加入するものとする。また、本契約更新時に
　３．乙が甲に対して為した解約の申入れは、甲の承諾なしに、これを変更又は撤回することはできない。 　　　は、保険契約についても、自己の費用負担にて更新手続きを行うものとする。
第１９条（契約の失効） 第３２条（管轄裁判所）
　　　本物件が、法令又は公の事業のため、あるいは天災地変、その他の事由により滅失又は毀損し、使用が不能若しくは著しく困難となったと 　　　本契約に関する紛争については、本物件の所在地を管轄する地方（簡易）裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに甲、乙及び
　　　きは、本契約は当然に終了するものとする。この場合、乙は、速やかに本物件を明渡さなければならない。　 　　　丙は合意する。
第２０条（明渡し） 第３３条（信義誠実）
　　　契約期間の満了、解除、解約、その他の事由により本契約が終了したときは、乙は、本物件を自己の負担により原状に復し、甲若しくは甲の 　　　本契約に定めのない事項、若しくは本契約の解釈に疑義が生じた場合、甲及び乙は、民法その他関係法規並びに慣習に従い、信義誠実の原則

 　指定した者により本物件の検査を受けたうえ、甲に明渡すものとする。 　　　に基づき、誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
　２．乙は甲に対し、前項の明渡しに際して、本物件の鍵を全て返却し、明渡し当日までの第８条の諸料金の支払いを完了させるものとする。 第３４条（特約）
　３．本契約が終了したにもかかわらず、乙が本物件を明渡さない場合は、甲は乙の費用負担において本物件を原状に復するとともに、本物件内に 　　　 乙は、別途、第27条第1項に基づき締結する保証委託契約の各条文に違反した時は、本契約を解除する。
　　　残置された動産等については、乙がその所有権を放棄したものとみなし、甲は、これらを任意に処分することができるものとし、乙は、これ ２．
   　 に対し、何ら異議等を申立てることはできない。また、処分に要する費用は、乙が負担するものとする。 ３．
　４．乙は、第１項により本物件を明け渡す場合においては、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」等に準拠し、通常の使用 ４．
　　  収益による損耗、経年劣化及び乙の責めに帰することが出来ない事由による損傷を除き、本物件を原状回復しなければならない。原状回復 ５．
　　　工事は甲の指定した者が実施し、原状回復費用は乙が負担するものとする。
  ５．乙は甲に対し、本物件の明渡しに際し、造作の買取、費用の償還、立退料、その他名目の如何を問わず、一切の請求をすることはできない。 ６．
第２１条（明渡し遅延による損害賠償）
　　　乙の明渡しが遅延した場合、乙は、本契約終了の翌日から明渡し済みに至るまで、賃料及び共益費の倍額に相当する損害金を支払うとともに、 ７．
      明渡し遅延に伴い甲が被る損害の一切を賠償しなければならない。 ８．
第２２条（連帯保証） 以下余白
  　　連帯保証人（以下「丙」という）は、乙の委託を受けて、本契約及びその更新後の契約により乙が甲に対して負担する一切の債務を保証し、
  　　これを乙と連帯して負担する。なお、丙の負担は、記名押印欄に記載する極度額を限度とする。
  ２．丙が負担する債務の元本は、乙若しくは丙が死亡したとき又は丙が破産手続開始の決定を受けたときに、確定するものとする。
　３．乙及び丙は、本契約締結時の丙の住所・氏名・電話番号（携帯電話を含む）・職業（丙が法人の場合は社名、代表者の変更、定款の変更、資本
 　 　構成 等の重要事項の変更を含む）等に変更があったときは、速やかに書面にて甲に通知しなければならない。
　４．丙が死亡等・破産・成年後見制度による措置がとられた場合、無資力又は所在不明その他の事由により連帯保証の責めを果たし得ない状況に
　  　なった場合には、乙及び丙はその旨を直ちに甲に通知しなければならない。
  ５．第２項及び前項の場合、極度額が保証債務の履行等により縮減し、丙による債権保全が不十分であると甲が判断した場合並びに丙を甲が適格で
 　   ないと認めたときは、乙は速やかに甲の承諾する連帯保証人を追加、変更又は新たな連帯保証人を立てなければならない。
  ６. 乙は、甲の承認を得て連帯保証人の他、家賃債務保証業者（「賃貸住宅の賃借人の委託を受けて、当該賃貸人に対する家賃等の支払いに係る債 第1条（賃料等の支払方法）
      務を保証し、又は、当該家賃を立替払いすることを業とする事業者」のことをいう）と保証委託契約を締結することができる。 　　1、乙は賃料について㈱オリコフォレントインシュアの行う家賃等決済サービス（住まいるインシュアサポート）
　７．前項において標記の家賃債務保証業者の提供する保証を利用する場合には、家賃債務保証業者が提供する保証の内容については別に定めるとこ 　　 　を利用し、㈱オリコフォレントインシュアを通じて甲に支払うこととしその内容については、別途乙と㈱オ
　　　ろによるものとし、甲及び乙は、本契約と同時に当該保証を利用する為に必要な手続きを取らなければならない。 　　 　リコフォレントインシュア間で締結する家賃等決済サービス利用契約書の定めによるものとする。
  ８. 丙が甲に対し、本人確認書類を提示して、賃料その他本契約に基づいて乙が負担する債務についての不履行の有無及びその額に関する情報の 第2条（甲の契約解除権）
      提供を求めたときは、 甲は、甲の指定する方法により、当該情報を提供するものとし、乙はこれに異議を述べない。 　　　 乙が次の項のいずれかに該当したときは、甲は乙に対し何ら勧告することなく、直ちに本契約を解除し、
　９. 丙がその負担する保証債務の履行として、甲又は家賃債務保証業者等に弁済をした場合、丙は、遅滞なく、弁済日、弁済金額、弁済を充当する債 　　　 本物件からの退去を請求できる。
　　　務を書面で甲に通知することとする。丙がこの通知を怠ったことにより甲に損害が生じたときは、丙は、当該損害について賠償する責めに任ずる。 　　　　　①　乙が㈱オリコフォレントインシュアへの支払を2ヶ月以上遅延したとき。
　10. 乙が事業のために本契約を締結する場合は、丙は、本契約締結にあたり、乙から民法第４６５条の１０（契約締結時の情報の提供義務）第１項 　　　　　②　乙が、本契約もしくは使用細則に定める義務を違反したとき。
　　　各号の事項について、あらかじめ情報提供を受けたことを確認する。 第3条（所有権の放棄）
　11. 本契約の連帯保証人（丙）が複数あるときは、各自が独立して本契約に基づく乙の一切の債務を乙と連帯して保証し、それぞれ別個に本条の 　　　 乙は、本契約が終了したときは、本物件に放置された残置物の所有権を、甲に対し予め放棄するものとする。
　　　規定を適用する。 第4条（残置物に関する抗弁権）
第２３条（通知義務） 　　　 乙は残置物の破損、紛失または残置物の撤去に関して、甲に対して損害賠償の請求はできないものとする。
　　　乙は、乙の氏名・職業・勤務先（通学先）・勤務先の住所・電話番号・緊急時の連絡先（乙が法人の場合は社名、代表者の変更、定款の変更、 　　　 また乙は、残置物の撤去を理由に甲及び㈱オリコフォレントインシュアに対して負担する義務の支払を拒む
  　　資本構成等の重要事項の変更を含む）等、入居申込書及び本契約書により届け出た事項に変更があったときは、速やかに書面にて甲に通知 　　　 ことはできないものとする。
　　　しなければならない。 第5条（返還敷金等による弁済）
  ２．第６条の入居者全員が、１ヶ月以上本物件に不在となるときは、乙は、事前にその旨を甲に通知するものとする。 　　　 賃貸借物件の明け渡し時に乙の㈱オリコフォレントインシュアに対する支払義務が存するときは、甲が乙に
第２４条（通知） 　　　 対して返還すべき敷金を、㈱オリコフォレントインシュアが受領し、乙のオリコフォレントインシュアに
　　　甲から乙又は丙に対する通知等は、乙の本物件又は本契約書記載の住所宛に発送するものとし、本契約に基づく通知がないため、又は通知が不 　　　 対する義務に充当することを、乙は承諾するものとする。
　　　備であったために、甲からの通知等が到達しなかった場合、又は延着した場合、かかる通知等は、通常到達すべき時期に到着したものとみなす 第6条（乙の連帯保証人選任義務）
　　　ものとする。この場合、乙又は丙に不利益が生じた場合でも、甲は一切の責任を負わない。 　　　 理由の如何に拘らず、乙と(株)オリコフォレントインシュアとの家賃等決済サービス利用契約が解除
　２．甲の、乙又は丙に対する催告は、乙、丙及び他の連帯保証人に対してもその効力を有する。 　　　 になったときは、乙は甲の認める連帯保証人を新たに選任しなければならない。
第２５条（乙から丙への委任）
　　　乙は丙に対して、乙が次の各号のいずれかに該当するに至った場合、甲が乙に対して本契約の解除権を行使した場合の通知受領権限、本契約
 　 　解除に伴う明渡し、残置物の処理、及びこれらに付随する一切の権限を委任するものとする。この場合、乙は、丙がこの権限を行使したこと
　　  につき、甲、丙及びその関係者に対して、何ら不服申立て、損害賠償等の請求をすることはできない。また、乙は、本契約が存続する限り、

この委任を解約することはできない。
　　①乙及び入居者が、甲への届出をせず所在不明のまま２ヶ月が経過したとき。 賃借人の負担となります。（下記内容は一例となります）
　　②乙が死亡又は破産、その他の事由により、本契約の履行が困難な状態に陥ったとき。
第２６条（管理委託） 【床（畳・フローリング・カーペットなど）】 【壁、天井（クロスなど）】

　　　甲は、賃料等の請求及び受領等、賃貸入居管理業務を、管理会社グローバルコミュニティ株式会社に委託するものとし、乙はこれを承諾する。 1．賃借人が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ（使

第２７条（家賃債務保証業者）    用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合）

　　　乙は、甲が指定する家賃債務保証業者との保証委託契約の締結を条件として本契約を締結するものとする。また、保証期間が終了した場合 2．冷蔵庫下のサビ跡（サビを放置し、床に汚損等の損害 2．賃借人が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ（賃貸

  　　必ず更新手続きを行うことを本契約継続の条件とし、乙が家賃債務保証業者との更新を拒絶した場合、本契約は解約となるものとする。    を与えた場合）    人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、

  ２．家賃債務保証業者が破産若しくは民事再生手続開始の申立て等を為し、保証能力を失った場合、乙は、自己の費用負担にて、甲の指定する家賃
　　　債務保証業者と、新たに保証委託契約を締結するものとする。 4．フローリングの色落ち（賃借人の不注意で雨が吹き込 3．クーラーから水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食

第２８条（法人契約）    んだことなどによるもの） 4．喫煙は入居期間に関わらず、全クロス貼替となります。

　　　乙が法人の場合、入居者は、役員、従業員及びその家族に限定するものとし、標記に入居者全員の氏名を記載するものとする。
　２．入居者に変更が生じる場合には、乙は甲に対し、事前に書面にてその旨を通知するものとする。 【設備、その他】 5．壁等のくぎ穴、ネジ穴（重量物をかけるためにあけたも

第２９条（反社会的勢力ではないことの表明保証） 1．ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす（賃借人が    ので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの）

　　　甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号に定める事項を表明し保証する。
　　①自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋又はこれらに準ずる者又はその構成員（以下総称して「反社会的勢力」という）ではないこと。 2．風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等（賃借人が清掃・手 7．落書き等の故意による毀損

　　②自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう）が反社会的勢力ではないこと。    入れを怠った結果汚損が生じた場合）

　　③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。 【建具等、襖、柱等】

　　④自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又は偽計若しくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、    毀損 1．飼育ペットによる柱等のキズ・臭い（ペットによる柱、ク

　　　若しくは信用を毀損する行為をしないこと。 4. 鍵の紛失または破損による取替え    ロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合）

　　⑤乙が本物件の使用にあたり、反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること、本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは 5．庭に生い茂った雑草 2. 落書き等の故意による毀損

　　　乱暴な言動を行い、若しくは威勢を示すことにより、付近の住民若しくは通行人に不安を覚えさせること、又は本物件に反社会的勢力を居住 6.喫煙は入居期間に関わらず、エアコン内部洗浄となります。

　　　させ、若しくは反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。 　費用は入居者負担とする

　費用は入居者負担とする

   清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合） 6．賃借人が天井に直接つけた照明器具の跡

3．日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の

賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗等については、

1．カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ
   （こぼした後の手入れ不足等の場合）

3．引越作業等で生じた引っかきキズ    壁等を腐食させた場合）

本契約の契約期間満了し、契約が更新された場合、乙は更新料として賃料の1ヶ月分を支払うものとする。

乙が契約1年未満で解約する場合は、違約金として賃料1カ月分を支払うものとする。退去月が3月に当たる場合、3月20日までに退去することとする。
乙は退去時にハウスクリーニング費として18,000円（税別）【1K以外は28,000円】を甲に支払うものとする。乙は、ハウスクリーニング費・
原状回復費その他退去時必要な実費は、退去精算後速やかに精算金を甲に支払うこととする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
入居者の故意・過失（不注意を含む）による損耗・破損（たばこのヤニ・焦げ・傷や凹み・シール跡）等の原状回復にかかる費用は、
全額乙の負担とする。又、原状回復費等の退去精算金が敷金を上回る場合、不足した負担金を速やかに甲に支払うものとする。

石油ストーブの使用は禁止する。ピアノの持ち込み、ペットの飼育は禁止する。駐輪場の使用は１人１台限りとする。（自転車のみ）　

本物件はゲストハウス・民泊の利用は禁止であり、違反した場合は直ちに契約解除とする。
※室内喫煙（香類含む）は、入居期間に関わらず室内全クロス張替となり、費用は入居者が負担する。

原状回復の条件について

貸室賃貸借契約特約事項


